
環境影響評価（ 環境アセスメント ）とは

条例の概要

　 鉄道や高速道路の建設など大規模な事業の着手前に，あらかじめ自然環境や景観への

影響などについて事業者自らが調べた結果を公表し ，それに対する市民，行政の意見を取り

入れ，環境に与える影響ができるだけ少ない事業としていく 仕組みです。

　  事業内容の検討状況に応じて，環境影響評価手続を下記の２ 段階に区分します。

　   ■ 計画段階環境配慮手続

　 　 　 事業内容が固まる前の段階において， 環境影響が少ない事業となるよう 環境保全の

　 　 　 ための適正な環境配慮を検討する手続

　   ■ 事業アセスメント 手続

　 　 　 事業を行う 位置， 事業規模等が確定した段階で，より 詳細に周辺環境に与える環境

　 　 　 影響を調べ，適正な環境保全措置を検討する手続

　  事業の規模に応じて，規模の大きい第１ 類事業と，それよりも小規模な第２ 類事業の２ 区

　  分を設定し ，第１ 類事業に対しては，両方の手続を求めますが，第２ 類事業に対しては，

　  事業アセスメント 手続を免除します。

　  条例で提出を求める図書（ 配慮書案，配慮書，方法書，準備書，評価書，事後調査計画

　  書，事後調査報告書）について，市の窓口での縦覧のほか，インタ ーネット による公表（ 電

　  子縦覧）を行います。

　  第１ 類事業，第２ 類事業ともに，所定の手続を終えるまで，事業の実施を制限します。

　  隣接地で追加工事を行う など，事業を複数回に分割して実施する場合，事業の一体性

　  が明らかであれば，それらの規模を合算し ，その結果，対象規模を超える場合には，事業

　  アセスメント 手続の実施を義務付けます。



調査・ 予測・ 評価の内容

　 環境影響評価を行う 際には，別に定めている「 技術指針」に基づき，事業者は事業の特性や

地域の特性等を踏まえ，事業の実施により 影響を受けると 考えられる環境要素を抽出し ，これ

らについて調査・ 予測・ 評価を行うことになります。

環境要素　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

 １   大気質  　 　 　 　 　 　 　 １２ 　 植物

 ２   騒音・ 低周波音   　 　 　   １３ 　 生態系

 ３   振動     　 　 　 １４ 　 景観

 ４   悪臭     　 　 　 １５ 　 人と自然との触れ合いの活動の場

 ５   水質     　 　 　 １６ 　 文化財

 ６   水底の底質    １７ 　 廃棄物等

 ７   地下水の水質・ 水位　 　  １８ 　 温室効果ガス等

 ８   地形・ 地質    １９ 　 風害

 ９   地盤     　 　 　  ２０ 　 電波障害

１０  土壌      ２１ 　 日照阻害

１１  動物      ２２ 　 その他

調　 査

　 環境への影響を予測，評価するためには，まず，事業を実施しようとする地域の環境情報を

収集する必要があります。

　 既存資料の収集や，専門家からの聞き取り ，現地において測定や観察をします。

予　 測

　 事業を実施すると ，環境がどのよう に変化するかを工事の実施及び施設の供用の段階を想

定して予測します。

○ 予測式に基づいて計算します。

○ 同じよう な事例をもとに予測します。

評　 価

　 予測の結果，環境への影響がある場合は，その影響を減らすための対策（ 環境保全措置）を

検討し ，事業の実施による影響が，実行可能な範囲内で可能な限り 回避され，又は低減されて

いるかなど，環境の保全についての配慮が適正になされているかを評価します。



第　 １ 　 類　 事　 業

（ 計画段階環境配慮手続と 事業アセスメ ント 手続を実施）

第　 ２ 　 類　 事　 業

（ 計画段階環境配慮手続のみ実施）

1 道路
高速自動車国道

新設 － －

改築 　 車線数の増加（ 改築部分１ km未満に限る 。 ） を 伴う も の －

指定都市高速道路
新築 　 ４ 車線未満 －

改築 　 車線数の増加（ 改築後４ 車線未満 かつ 改築部分１ km以上に限る 。 ） を 伴う も の －

一般国道
新築 　 ４ 車線以上 かつ ３ km～７ .５ km －

改築 　 車線数の増加（ 改築後４ 車線以上 かつ 改築部分３ km～７ .５ kmに限る 。 ） を 伴う も の －

その他の道路

新築
　 ・ ４ 車線以上 かつ ３ km以上

　 ・ 幅員５ m以上 かつ １ ０ km以上のも の（ 特定山間地域内に限る 。 ）

　 ・ ４ 車線以上 かつ １ .５ km～３ km
　 ・ 幅員５ m以上 かつ ５ km～１ ０ km以上のも の（ 特定山間地域内に限る 。 ）

改築
　 ・ 車線数の増加（ 改築後４ 車線以上 かつ 改築部分３ km以上に限る 。 ） を 伴う も の

　 ・ 幅員の拡張（ 拡張後幅員５ m以上 かつ 拡張部分１ ０ km以上に限る 。 ） を 伴う も の（ 特定山間地域内に限る 。 ）

　 ・ 車線数の増加（ 改築後４ 車線以上 かつ 改築部分１ .５ km～３ kmに限る 。 ） を 伴う も の

　 ・ 幅員の拡張（ 拡張後幅員５ m以上 かつ 拡張部分５ km～１ ０ kmに限る 。 ） を 伴う も の（ 特定山間地域内に限る 。 ）

2 ダム等 ダム 　 貯水面積２ ０ ha～７ ５ ha －

堰

新築 　 湛水面積２ ０ ha～７ ５ ha －

改築
　 ・ 改築後の湛水面積７ ５ ha以上 かつ 改築部分の湛水面積が１ ０ ha～３ ７ ． ５ ha増加する も の

　 ・ 改築後の湛水面積２ ０ ha～７ ５ ha以上 かつ 改築部分の湛水面積が１ ０ ha以上増加する も の
－

放水路 　 土地の改変面積２ ０ ha～７ ５ ha －

3 鉄道等

鉄道・ 軌道（ Ｌ Ｒ Ｔ ）

建設 　 ７ .５ km未満 －

改良

　 ・ 本線路の増設（ 増設区間が２ 駅間以上 かつ 増設部分７ ． ５ km未満に限る 。 ） を 伴う も の

　 ・ 改良部分２ km～７ .５ kmの移設

　 ・ 改良部分７ .５ km未満の連続立体交差化

　 ・ 改良部分１ km～２ kmの移設

モ ノ レ ール

建設 　 全事業 －

改良

　 ・ 本線路の増設（ 増設区間が２ 駅間以上のも のに限る 。 ） を 伴う も の

　 ・ 改良部分２ km以上の移設

　 ・ 連続立体交差化

　 ・ 改良部分１ km～２ kmの移設

4 都市公園 　 当該区域２ ０ ha（ 特定地域…１ ０ ha） 以上（ 土地の改変面積が２ ha以上のも のに限る 。 ） 　 当該区域５ ha以上（ 特定山間地域内 かつ 土地の改変面積が１ ha以上のも のに限る 。 ）

5 飛行場等

陸上飛行場

新設 　 滑走路長１ ,８ ７ ５ m未満 －

変更
　 ・ 滑走路の延長（ 延長後の滑走路長１ ,８ ７ ５ m以上 かつ 延長部分２ ０ ０ m～３ ７ ５ mに限る 。 ）

　 ・ 滑走路の延長（ 延長後の滑走路長１ ,８ ７ ５ m未満 かつ 延長部分２ ０ ０ m以上に限る 。 ）
－

陸上ヘリ ポート
新設 　 全事業 －

変更 　 全事業 －

6
下水道終末処理場

新設 　 敷地面積１ ０ ha以上 ま たは 計画処理人口５ 万人以上 　 計画処理人口５ 千人以上

変更 　 敷地面積１ ０ ha以上増加 ま たは 計画処理人口５ 万人以上増加 　 計画処理人口５ 千人以上増加

7 工場 工場立地法に基づく 特定工場 　 排ガス 量４ 万m 3／時以上 ま たは 排水量７ ,５ ０ ０ m3／日以上 －

8 建築物 　 高さ ３ １ m超え かつ 延べ床面積５ 万m 2以上（ 新築に限る 。 ） 　 住宅部分を 除いた延べ床面積２ ,０ ０ ０ m 2以上（ 公共等事業（ １ ） かつ 新築に限る 。 ）

9 発電所
火力発電所

新設 　 出力５ 万kW～１ １ .２ ５ 万kW －

変更 　 新設（ 新設部分の出力５ 万kW～１ １ .２ ５ 万kW） を 伴う も の －

風力発電所 　 出力１ ,５ ０ ０ kW～７ ,５ ０ ０ kW －

10 廃棄物 ご み処理施設 　 処理能力４ ト ン ／時以上（ 焼却施設に限る 。 ） 　 処理能力５ ト ン ／日以上（ 焼却施設は２ ０ ０ kg／時以上）

処理施設 廃棄物最終処分場 　 面積５ ha～２ ５ ha 　 面積５ ha未満（ 一般廃棄物に限る 。 ）

産業廃棄物中間処理施設

　 いずれかに該当する 施設　 　 ・ 敷地面積９ ,０ ０ ０ m2以上

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ 建築面積３ ,０ ０ ０ m2以上

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ 焼却施設の処理能力４ ト ン ／時以上

－

11 農用地造成事業 　 当該区域２ ０ ha（ 特定地域…１ ０ ha） 以上 　 当該区域４ ha～２ ０ ha（ 特定地域…４ ha～１ ０ ha） 以上

12 土地区画整理事業 　 施行区域５ ０ ha～７ ５ ha 　 施行区域２ ５ ha～５ ０ ha

13 新住宅市街地開発事業 　 当該区域２ ０ ha（ 特定地域…１ ０ ha） 以上 　 当該区域４ ha～２ ０ ha（ 特定地域…４ ha～１ ０ ha） 以上

14 工業団地造成事業 　 施行区域１ ０ ha～７ ５ ha 　 施行区域４ ha～１ ０ ha

15 新都市基盤整備事業 　 施行区域２ ０ ha～７ ５ ha（ 特定地域…１ ０ ha～７ ５ ha） 　 施行区域４ ha～２ ０ ha（ 特定地域…４ ha～１ ０ ha）

16 流通業務団地造成事業 　 施行区域１ ０ ha～７ ５ ha 　 施行区域４ ha～１ ０ ha

17 宅地の造成の事業（ 開発） 　 当該区域１ ６ ha～７ ５ ha（ 特定地域…８ ha～７ ５ ha） （ 土地の改変面積が２ ha以上のも のに限る 。 ） 　 当該区域４ ha～１ ６ ha（ 特定地域…４ ha～８ ha） （ 土地の改変面積が１ ha以上のも のに限る 。 ）

18 規則で 定 土砂採取 　 採掘区域５ ha以上 －

める 事業 その他 － 　 市長が定める 地域で行う 事業（ ２ ）

（ １ ） 京都市が実施する 事業又は京都市所有の土地で実施さ れる 民間事業を いいま す。

（ ２ ） 京都市の生物の多様性の保全に著し い影響を 与え る おそれがある 地域を ， 今後， 市長が定めま す。

特定山間地域と は， 歴史的風土特別保存地区， 都市計画区域以外の区域， 特別緑地保全地区若し く は自然風景保全地区に指定さ れた区域を いいま す。

次の地域指定を受けた地域をいいます。

⑴ 鳥獣保護区

⑵ 史跡， 名勝若しく は天然記念物の指定地域又は伝

　  統的建造物群保存地区

⑶ 京都府指定史跡， 京都府指定名勝若しく は京都府

　  指定天然記念物の指定地域又は文化財環境保全地区

⑷ 京都市指定史跡， 京都市指定名勝若しく は京都市

　  指定天然記念物の指定地域又は文化財環境保全地区

⑸ 国立公園又は国定公園の区域

⑹ 京都府立自然公園の区域

⑺ 歴史的風土保存区域又は歴史的風土特別保存地区

⑻ 近郊緑地保全区域

⑼ 都市計画区域以外の区域， 市街化調整区域又は風

　  致地区

⑽ 建造物修景地区

⑾ 自然風景保全地区

⑿ 原生自然環境保全地域又は自然環境保全地域

⒀ 京都府自然環境保全地域又は京都府歴史的自然環

　  境保全地域

⒁ 特別緑地保全地区

⒂ 景観地区

特定地域概略図

特定地域対象事業一覧

事 　 業 　 の 　 規 　 模

事　 業　 の　 種　 類

愛宕山

桟敷ヶ 岳

三国岳

比叡山

鴨

　川

桂　

　 川

京都駅

　 　 宇
　 治
川

３７，５００kW

高さ３１ｍ超え かつ 延べ床面積５万ｍ  以上（新築に限る。）2高さ１００ｍ超え かつ 延べ床面積５万ｍ 以上（新築に限る。）2

（ ※ ）

（ ※ ）



準備書の縦覧

評価書の作成

見解書の作成

事後調査計画書の作成

（ 工事着手前に提出が必要）

事後調査報告書
の作成

準備書の作成

準備書を
インターネット
で公開

準備書説明会の
開催

縦覧期間内に開催

準備書の閲覧 準備書説明会
への出席

評価書を
インタ ーネット で公開

事後調査計画書を
インタ ーネット で公開

事後調査報告書を
インタ ーネット で公開

評価書の閲覧

事後調査計画書の閲覧

事後調査報告書の閲覧

事後調査

工事中や施設供用後の環境の状態を
把握するための調査を行います。

市長意見の作成

公聴会記録書の作成

意見書の提出

市長意見の閲覧

準備書を市役所などで公開します。
また，事業者のウェブサイト でも公開
されます。

評価書の縦覧

公聴会の開催

評価書を市役所などで公開します。
また，事業者のウェブサイト でも公開
されます。

市民の方々の意見を聴きます。
また，公聴会で述べられた意見を
事業者に送付し ，見解を求めます。

公聴会での意見表明

準備書について環境の保全の見地
からの意見を述べることができます。

（ 事前の申込等が必要です。）

事後調査計画書の縦覧

事後調査計画書を市役所などで公開
します。また，事業者のウェブサイト でも
公開されます。

事後調査報告書の縦覧

事後調査報告書を市役所などで公開
します。また，事業者のウェブサイト でも
公開されます。
必要に応じ ，事業者に環境保全措置を
指導します。

計画段階環境配慮

配慮書案の作成

配慮書案の縦覧

配慮書の作成

見解書の作成

事業計画の策定

第2 類事業者は事業の実施が可能に

事業計画案の立案

事業計画が固まる前の段階で，
環境に配慮した事業となるよう
検討します。

配慮書案を
インタ ーネット
で公開

配慮書案説明会
の開催等

縦覧期間内に開催
（ 第１ 類事業のみ）

配慮書案の閲覧

配慮書案説明会
への出席

（ 第１ 類事業のみ）

方法書の作成

見解書の作成

方法書を
インタ ーネット
で公開

方法書説明会の
開催

縦覧期間内に開催

方法書の閲覧
方法書説明会
への出席

配慮書を
インタ ーネット で公開

配慮書の閲覧 1月間

調査・ 予測・ 評価

市長等の意見を勘案して
調査・ 予測・ 評価を行います。

市長意見の作成

意見書の提出

意見書の提出

市長意見の閲覧

市長意見の閲覧市長意見の作成

配慮書案を市役所などで公開します。
また，事業者のウェブサイト でも公開
さ れます。 

配慮書の縦覧

配慮書を市役所などで公開します。
また，事業者のウェブサイト でも公開
さ れます。 

方法書の縦覧

方法書を市役所などで公開します。
また，事業者のウェブサイト でも公開
さ れます。 

1月間

1月間

1月間

1月間

1月間

1月間

1月間

1月間

1月間

2週間

2 週間

1月間

1月間

1月間

3月以内

3月以内

4月以内

提出

提出

提出

提出

公告

公告

公告

公告

公告

提出

受理

受理

受理

受理

受理

送付

送付

提出

送付

送付

提出

1月間

1月間

1月間

1月間

提出

提出

提出

公告

公告

公告

受理

受理

受理

提出 公告
受理

提出送付

送付

送付

指導

提出 公告
受理

【 事業者】 【 市長】 【 市民】 【 第1 類事業者】 【 市長】 【 市民】

【 第2 類事業者】【 第1 類事業者】

【 第1 類事業者】

手続の流れ

手続の流れ ① 手続の流れ ②

手続の流れ ②へ 手続の流れ ②へ 手続の流れ ②へ

事業の実施が可能に


